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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月29日に提出いたしました第34期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

４ 関係会社の状況 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿を付して表示しております。 

  

 



第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

４【関係会社の状況】 

（訂正前） 

  

 

名称 住所
資本金
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合（被所有割
合）（％） 

関係内容 

（連結子会社）      

㈱クリエイトラボ 
（注１） 

東京都品川区 25,000
サポート＆サービ
ス事業 

55

当社サポート＆
サービス事業の
請負をしてい
る。 
役員の兼任あ
り。 

㈱クレオリンク 東京都港区 10,000 システム開発事業 100

当社システム開
発事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱クレオメルクス 東京都港区 10,000 システム開発事業 51

当社システム開
発事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱サイオ 東京都港区 260,000 その他事業 40

当社システム開
発事業及びその
他事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱ネットジーン 東京都中野区 198,750 その他事業 97

当社システム開
発事業及びその
他事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

（その他の関係会社）      

ヤフー㈱（注２） 東京都港区 7,187,075

インターネット上
の広告事業、ブロ
ードバンド関連事
業、オークション
事業等 

(38）
システム開発業
務を受託してい
る。 



（訂正後） 

  

 

名称 住所
資本金
（千円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合（被所有割
合）（％） 

関係内容 

（連結子会社）      

㈱クリエイトラボ 
（注１） 

東京都品川区 25,000
サポート＆サービ
ス事業 

100

当社サポート＆
サービス事業の
請負をしてい
る。 
役員の兼任あ
り。 

㈱クレオリンク 東京都港区 10,000 システム開発事業 100

当社システム開
発事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱クレオメルクス 東京都港区 10,000 システム開発事業 51

当社システム開
発事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱サイオ 東京都港区 260,100 その他事業 40

当社システム開
発事業及びその
他事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

㈱ネットジーン 東京都中野区 198,750 その他事業 97

当社システム開
発事業及びその
他事業の請負を
している。 
役員の兼任あ
り。 

（その他の関係会社）      

ヤフー㈱（注２） 東京都港区 7,187,075

インターネット上
の広告事業、ブロ
ードバンド関連事
業、オークション
事業等 

(38）
システム開発業
務を受託してい
る。 



第４【提出会社の状況】 
  

３【配当政策】 

（訂正前） 

 当社は株主の皆様への剰余金処分を経営の重要な政策の一つとして考えております。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 しかしながら、ＣＢＭＳ事業への先行投資により、利益剰余金のマイナスが増加している状況であります。当社としては、内

部留保の充実と財務基盤の安定のため、利益剰余金のマイナスを解消することが最優先と考え、今後の業績の推移、利益剰余金

の推移を鑑みて剰余金の処分を行なって行きたいと考えております。 

  

（訂正後） 

 当社は株主の皆様への剰余金処分を経営の重要な政策の一つとして考えております。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、中間配当につきましては、「取締役会の決

議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。 

 しかしながら、ＣＢＭＳ事業への先行投資により、利益剰余金のマイナスが増加している状況であります。当社としては、内

部留保の充実と財務基盤の安定のため、利益剰余金のマイナスを解消することが最優先と考え、今後の業績の推移、利益剰余金

の推移を鑑みて剰余金の処分を行なって行きたいと考えております。 

  

 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

(1）～(3）＜省略＞ 

  

（訂正後） 

(1）～(3）＜省略＞ 

  

(4）取締役の員数および取締役の選解任の決議要件 

 当社の取締役は、７名以内とする旨を定款で定めおります。また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および取締役の選任決議は、累積投票

によらない旨を定款で定めております。 

 また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以

上をもって行う旨を定款で定めております。 

  

(5）責任免除の内容の概要 

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）および監査役

（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を

定款で定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、責任を合理的範囲にとどめることを目的と

するものであります。 

  

(6）株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項 

① 自己株式の取得 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができ

る旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とする

ものであります。 

② 中間配当 

 当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録さ

れている株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主へ

の機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的とするものであります。 

  

(7）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めています。これは、株主総会にお

ける特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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